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      第１章  総則 

 （目的） 

第１条  この要綱は、開発行為及び建築行為に当たり、海老名市の良好な都市環境の向上 

  を図るため、関係法令に定めるもののほか、公共施設、公益施設その他都市環境の整備

 及び農業との調整に関して必要な事項を定め、「ゆとりと活力のあるまち」の実現を図

 ることを目的とする。 

 （事業主の協力） 

第２条  事業主は、この要綱の目的を達成するために必要な措置に協力するものとする。

 （定義） 

第３条  この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

  (1) 開発行為  都市計画法（昭和43年法律第100号。以下「法」という。）第４条第12 

  項に定める開発行為をいう。 

  (2) 建築行為  建築物の新築、建て替え及び増築をいう。 

  (3) 開発行為等  第１号に定める開発行為及び前号に定める建築行為をいう。 

  (4) 開発区域  法第４条第13項に定める開発区域をいう。 

  (5) 建築区域  第２号に定める建築行為を行う土地の区域をいう。 

  (6) 開発区域等  第４号に定める開発区域及び前号に定める建築区域をいう。 

  (7) 事業主  開発行為等を行う者をいう。 

  (8) 中高層建築物  高さが10ｍ以上の建築物（法第８条第１項第１号に定める第１種低

  層住居専用地域内にあっては、軒の高さが７ｍを超える建築物又は地階を除く階数が

  ３以上の建築物）をいう。 

  (9) 中高層住宅  中高層建築物のうち、住宅部分を有するものをいう。 

  (10)単身者用住宅 専ら単身者用に計画された建築物で、１区画の住戸専用の面積が、

  ２５.0㎡以下の住宅をいう。 

(11)廃棄物処理施設  廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第８

条及び第15条に定める施設をいう。 

 （適用範囲） 

第４条  この要綱は、法第29条に基づく許可を要する開発行為及び開発許可を要しない次 

  の各号に掲げる建築行為（自己の居住の用に供する住宅を除く。）に適用する。 

  (1) 中高層建築物の建築行為 
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  (2) 建築区域の面積が５００㎡以上の建築行為（前号を除く。） 

 （開発行為等の事業主の遵守事項） 

第５条  事業主は、開発行為等を行うに当たっては、次の各号に掲げる原則を遵守しなけ 

  ればならない。 

  (1) 事業主は、開発行為等を都市計画として定められている地域及び地区に適合すると 

    ともに都市計画に定める用途の純化に努め、また、市が定めるその他の計画との調和

  を図ること。 

  (2) 事業主は、開発区域等内に都市計画施設がある場合は、都市計画施設の区域を確保 

    すること。 

  (3) 事業主は、当該開発行為等につき都市施設能力がない場合は、市が定める都市施設 

    の整備計画と十分調整すること。 

  (4) 事業主は、新たに設置する公共施設及び公益施設並びにそれらの用に供する土地

    （以下「公共公益施設等」という。）で、別に定めるもののほか協議により市に移管 

    するもの又は市に提供するものは、市に無償提供すること。 

  (5) 事業主は、開発行為等に伴う土砂の流出、交通災害、住宅や農作物等に対する被害 

    等を防止する措置を講じるとともに、現場への指示を徹底すること。 

  (6) 事業主は、前号に定める被害等が発生したときは、責任をもって直ちに解決するこ 

    と。 

 （基本計画書の提出） 

第６条  事業主は、第４条に定める開発行為等を行おうとするときは、市長に開発行為等 

  基本計画書を提出しなければならない。 

 （計画標識の設置） 

第６条の２ 事業主は、開発行為等を行おうとするときは、前条に定める開発行為等基本

計画書を提出した日から起算して５日を経過する日までに、当該開発行為等の概要を表

記した計画標識を当該開発区域等内の見やすい場所に設置しなければならない。 

２ 事業主は、前項に定める計画標識を、第16条に定める完了検査を行う日まで設置しな

ければならない。 

３ 事業主は、開発行為等を変更する場合は、第１項で定める計画標識の表記内容につい

 て、市長と協議しなければならない。 

４ 事業主は、開発行為等を取り止めたときは、第１項で定める計画標識を遅滞なく撤去
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 しなければならない。 

 （事前協議） 

第７条  事業主は、第６条に定める開発行為等基本計画書の提出後、法又はこの要綱に基

 づく公共公益施設等の整備等に関して協議をするため、市長に開発行為事前協議書又は

 建築行為事前協議書を提出しなければならない。 

２  市長は、前項に定める事前協議書に基づき、法又はこの要綱に定める公共公益施設等 

  の整備等に関して事業主へ要望するものとする。 

３  事業主は、前項に定める要望に対して速やかに市長へ回答書を提出しなければならな 

  い。 

 （開発行為等事業調整連絡協議会） 

第８条  事業主は、開発区域等の面積が５，０００㎡以上の開発行為等にあっては、事前 

  に海老名市開発行為等事業調整連絡協議会へ諮らなければならない。 

 （関係住民等への周知等） 

第９条  事業主は、開発区域等の周辺の住民及び土地所有者等に対して開発行為等の計画 

  内容その他の必要な事項の説明を行い、周知を図らなければならない。 

２  廃棄物処理施設の建設を計画する事業主は、前項の規定にかかわらず、開発区域等境

界線から300ｍ以内の住民及び土地所有者等に対して、第６条に定める開発行為等基本計

画書の提出の30日前までに、開発行為等の計画内容その他の必要な事項の説明を行い、

周知を図らなければならない。ただし、開発区域等が工業専用地域内で、かつ、市長が

認めた場合は、この限りでない。 

３  事業主は、前２項の説明の際に周辺の住民及び土地所有者等の意向を尊重すると共に

承諾を得るよう努めなければならない。 

４  事業主は、前項の承諾を得るよう努めた経過及び結果を市長に文書で報告しなければ

 ならない。 

 （自治会長等への説明） 

第９条の２  事業主は、開発区域等を管轄する自治会長、農業委員及び生産組合長（以下、

「三役」という。）に対して開発行為等の計画内容その他の必要な事項の説明を行わな

ければならない。 

２  廃棄物処理施設の建設を計画する事業主は、前項の規定にかかわらず、開発区域等を

管轄する三役に対して、第６条に定める開発行為等基本計画書の提出の30日前までに、
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開発行為等の計画内容その他の必要な事項の説明を行わなければならない。この場合に

おいて、当該開発区域等を含む自治会に隣接する区域を管轄する三役に対しても、開発

行為等の計画内容その他の必要な事項の説明を行わなければならない。 

３  事業主は、前２項の説明の経過及び結果を市長に文書で報告しなければならない。 

 （協議書の締結） 

第１０条  事業主は、この要綱に定める公共公益施設等の整備等について第６条から前条 

  までの手続きを経て市長と協議書を締結するものとする。 

２  開発行為事前協議書に基づく前項の協議の成立は、法第32条に定める公共施設の管理

 者の同意等の成立とする。 

 （標準処理期間） 

第１０条の２  第７条から前条までの手続きに要する標準処理期間は、２８日（海老名市 

  の休日を定める条例（平成元年条例第14号）第１条第１項に規定する休日を除く。）と 

  する。 

２  前項の期間には、第８条から第９条の２、第57条、第61条及び第62条に要する期間は

 含まないものとする。 

 （再協議等） 

第１１条  事業主は、第10条第１項に定める協議成立後（法に定める開発行為許可申請が 

  必要なときは、許可後）市長が特に認める場合を除き、２年以内に開発行為等に着手し 

  ていない場合は、再度市長と協議しなければならない。 

２  事業主は、開発行為等を変更しようとするときは、市長と変更の協議をしなければな 

  らない。 

３  第７条から前条までの規定は、前２項の場合に準用する。 

 （計画人口） 

第１２条  開発行為等による１世帯（１戸）当たりの計画人口は、２.7人とする。ただし、

  単身者用住宅の場合は、計画戸数を計画人口とする。 

 （宅地の規模等） 

第１３条  開発行為等による独立住宅の１区画の宅地の規模は、１００㎡以上とする。た 

  だし、連続住宅の１戸当たりの宅地の規模は７０㎡以上とする。 

２  開発行為等による住戸の規模は、昭和60年６月12日付け住宅宅地審議会の答申の規模

 を確保するよう努めるものとする。 

 - 4 -



 （県の指導基準等の遵守） 

第１４条  事業主は、神奈川県が定める次の指導基準等に適合するよう努めなければなら 

  ないものとする。 

  (1) みどりの協定実施要綱（昭和51年７月１日施行） 

  (2) 神奈川県生活環境の保全等に関する条例（平成９年神奈川県条例第35号） 

  (3) 神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例（平成７年神奈川県条例第５号） 

 （工事着手） 

第１５条  事業主は、開発行為等に着手したときは、市長に工事着手届を提出しなければ 

  ならない。 

 （完了及び検査等） 

第１６条  事業主は、開発行為等が完了したときは、市長に開発行為等完了届を提出し、 

  完了検査を受けるものとする。 

２  市長が中間検査を必要と認めるときは、事業主は、中間検査を受けるものとする。 

３  事業主は、市に提供する公共施設又は公益施設の用に供する土地については、境界査 

  定の確認の後完了検査までに市の標識入りの境界標をあらかじめ支給を受けて設置しな

  ければならない。 

 （公共公益施設等の管理移管及び提供） 

第１７条  事業主は、第10条第１項に定める協議書に基づき、市で管理することとなった

 公共施設又は公益施設については、前条第１項の完了検査後速やかに市担当課と協議 

  のうえ開発行為等公共施設等管理移管書により管理の移管手続きをするものとする。 

２  事業主は、第10条第１項に定める協議書に基づき、市に提供することとなった公共施

 設又は公益施設の用に供する土地については、抵当権等第三者の権利を抹消後登記に必

 要な書類を、市の完了検査の日の７日前までに市長に提出しなければならない。 

３  市長は、事業主から管理又は提供を受けた公共公益施設等を取得目的の用に供するも 

  のとする。ただし、その用途を廃止したときその他やむを得ないと認めるときは、用途 

  を変更し、又は市有財産として通常の管理及び処分をすることができる。 

 （開発行為等の取下げ） 

第１８条  開発行為等の事前協議書を提出し、又は協議書を締結した事業主は、開発行為 

  等に関する工事又は建築を取り止めたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なけれ 

  ばならない。 
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      第２章  公共施設の整備 

        第１節  道路 

 （計画道路等との適合等） 

第１９条  道路は、開発区域等内に都市計画道路及びその他の計画道路がある場合におい 

  ては、その計画に適合するよう整備するとともに、開発区域等外にある道路の機能を阻 

  害することなく、かつ、開発区域等外にある道路と接続する必要があるときは、当該道 

  路と接続してこれらの道路の機能が有効に発揮されるように設計されていなければなら

  ない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。 

 （道路幅員の確保） 

第２０条  開発区域等内の道路の幅員は、建築物の用途及び敷地の規模等に応じて６ｍ以 

  上（小区間で通行上支障がない場合は、４.5ｍを基準とする。）とし、かつ、当該道路

 は当該建築物の敷地に接するよう配置されなければならない。 

 （既存道路との接続） 

第２１条  開発区域等内の主要な道路は、開発区域等外の幅員９ｍ（主として住宅の建築 

  の用に供する目的で行う開発行為等にあっては６.5ｍ）以上の道路に接続させなければ

 ならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。 

 （歩道の設置） 

第２２条  開発区域等内の幅員９ｍ以上の道路については、歩道を設置しなければならな 

  い。ただし、市長が必要と認めるときは、幅員９ｍ未満の道路であっても歩道を設置し 

  なければならない。 

 （構造等） 

第２３条  道路は、次の各号に定める構造等としなければならない。 

  (1) 階段状又は袋路状でないこと。ただし、市長がやむを得ないと認め、かつ、車返し 

    等を設置するときは、この限りでない。 

  (2) アスファルト舗装又はコンクリート舗装とすること。 

  (3) 縦断勾配を７％以上とするときは、滑り止め舗装とすること。 

  (4) 屈曲部、崖等があるときは、柵、駒止、擁壁その他の適当な防護施設を設置するこ 

    と。 

  (5) 雨水排水施設の構造については、国土交通省及び神奈川県の構造基準に準拠すると

  ともに、事業主は、次に掲げる事項を配慮し、あらかじめ市道路担当課と協議するこ
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  と。 

    ア  Ｕ型側溝の道路側には、厚さ１５㎝以上の補強コンクリートを施すこと。 

    イ  Ｕ型側溝は、甲蓋２種を設置すること。 

２  前項に定めるもののほか、道路の構造等については道路構造令（昭和45年政令第 320

 号）、舗装要綱（日本道路協会策定）、県の定める基準及び別に定める基準による。 

 （占用） 

第２４条  市が管理する道路及び管理することとなる道路の占用については、道路法（昭 

和27年法律第180号）に定めるもののほか、海老名市道路占用料徴収条例（昭和46年条 

例第16号）及び海老名市道路管理規則（昭和46年規則第３号）の定めるところによる。

 この場合において、歩道の設置していない道路の地上物件の占用は、認めない。 

 （変更等） 

第２５条  既存道路の現況の変更等を必要とする場合は、道路付替申請等所定の手続きを 

  しなければならない。 

        第２節  公園等 

 （緑化の基準） 

第２６条  事業主は、開発区域等の面積に応じ、当該開発区域等内において、次の各号に 

  定める基準以上の面積の緑化に努めなければならない。 

  (1) 開発区域等の面積が５００㎡以上１，０００㎡未満                  ５％ 

  (2) 開発区域等の面積が１，０００㎡以上３，０００㎡未満              ７％ 

  (3) 開発区域等の面積が３，０００㎡以上５，０００㎡未満            １０％ 

  (4) 開発区域等の面積が５，０００㎡以上１０，０００㎡未満          １５％ 

  (5) 開発区域等の面積が１０，０００㎡以上                          ２０％ 

２  前項の規定にかかわらず、近隣商業地域及び商業地域における緑化基準は、開発区域 

  等の面積の３％以上とする。 

 （公園等の提供） 

第２６条の２  開発区域等の面積が３，０００㎡以上５０，０００㎡未満の開発行為等に 

  あっては、開発区域等内に、面積の合計が開発区域等の面積の３％以上の公園、緑地又 

  は広場（以下「公園等」という。）を設置し、市に無償で提供しなければならない。 

    この場合において、住宅（単身者用住宅を除く。）の建築を目的とする開発行為等に 

  おいては、開発区域等内に、面積の合計が計画人口１人当たり３㎡以上又は開発区域等 
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  の面積の３％以上のいずれか多い方の面積の公園を設置し、市に無償で提供しなければ 

  ならない。 

  ただし、開発区域等面積の６％を超える場合は、６％とすることができる。 

２  開発区域等の面積が５０，０００㎡以上の開発行為等にあっては、開発区域等内に面 

  積が１箇所３００㎡以上であり、かつ、その面積の合計が開発区域等の面積の３％以上 

  の公園を設置し、市に無償で提供しなければならない。この場合において、住宅（単身 

 者用住宅を除く。）の建築を目的とする開発行為等においては、開発区域等内に、面積 

  の合計が計画人口１人当たり３㎡以上又は開発区域等の面積の３％以上のいずれか多い

  方の面積の公園を設置し、市に無償で提供しなければならない。 

  ただし、開発区域等面積の６％を超える場合は、６％とすることができる。 

３  前２項（前項にあっては建築行為に限る。）の規定にかかわらず、住宅以外の建築を 

  目的とし、開発区域等内に前条に定める基準以上の緑化された区域を確保するもので、 

  市長が特に必要がないと認める場合は、この限りではない。 

４  第１項又は第２項の規定により公園等を設置した場合の当該区域の面積は、前条の緑 

  化された区域の面積に含むことができる。 

 （緑化区域の保全） 

第２６条の３  事業主は、第26条の規定による緑化された区域（市に提供したものを除 

 く。）を将来にわたって保全に努めなければならない。 

２  事業主は、前条第３項の規定による緑化された区域の保全を担保するため、別に、市 

  長と協定を結ばなければならない。 

 （位置及び形状） 

第２７条  公園は、次の各号に掲げる位置及び形状を考慮して設置しなければならない。 

  ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。 

  (1) 開発区域等内に周辺住民が利用しやすく安全な場所に設置すること。 

  (2) 周辺の環境保全及び災害時の避難場所に適すること。 

  (3) 公道に接し、整形であること。 

  (4) 極端な高低差がないこと。 

  (5) 日照、通風が良く、北傾斜でないこと。 
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（施設） 

第２８条  公園には、都市公園法（昭和31年法律第79号）第２条第２項各号に掲げる施設

 を公園の規模等により必要に応じて設置しなければならない。 

２  公園には、前項に定めた施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けてはならない。

  ただし、都市公園法第７条各号に掲げるものに該当し、かつ、市長がやむを得ないと

 認めるときは、この限りでない。 

 （基準等） 

第２９条  公園の位置、形状及び施設については、前２条によるもののほか、別に定める 

  基準によるものとする。 

 （担当課との協議） 

第３０条  事業主は、公園の施設及び維持管理等についてあらかじめ市公園担当課と協議 

  しなければならない。 

        第３節  下水道 

 （下水道計画との適合） 

第３１条  下水道施設の計画は、関係法令及び市の下水道計画に適合させなければならな 

  い。 

 （排除方式） 

第３２条  下水道の排除方式は、分流式とする。 

 （汚水処理） 

第３３条  汚水処理については、次の各号に定めるところによる。 

  (1) 計画汚水量は、計画使用水量により算出すること。 

  (2) 事業主が市公共下水道へ接続して処理すること。 

  (3) 前号に定める接続処理が困難であると市長が認めるときは、市公共下水道が整備さ 

   れるまでは、事業主が汚水処理施設（事業主等で管理する）を設置して処理すること。 

 （雨水処理） 

第３４条  雨水処理については、次の各号に定めるところによる。 

  (1) 集水区域及び排水区域は、開発区域等にとらわれることなく周辺の状況を勘案して 

    定めること。 

  (2) 計画雨水量は、合理式により算出するものとするが、式中のⅠ（降雨強度）は、

    ４，５００／（ｔ＋３０）を使用するものとする。 
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  (3) 次に掲げる河川及び水路等（以下「水路等」という。）に雨水を排水する場合にお 

    いては、当該水路等を整備すること。 

    ア  開発区域等内の水路等 

    イ  開発区域等に接する水路等 

    ウ  開発行為等を行うことによって排水能力が不足すると市長が認める水路等 

  (4) 開発行為等により総流出量が放流先水路等の流下能力を超えると予想される場合に

    おいては、雨水調整施設（雨水調整池、地下浸透トレンチ等）を設置することとし、 

   その雨水調整施設の機能保全、防災対策等を含めた維持管理は、事業主等の責任にお 

    いて行うこと。 

  (5) 開発行為等により雨水排水の流水が変化し、又は流量の増加によって周辺の居住境 

    等に影響を与えると認められるときは、その影響に対する的確な措置を講じること。

 （施設管理者の同意） 

第３５条  事業主は、開発区域等の汚水又は雨水を市管理以外の下水道等へ排水する場合 

  は、当該下水道等の管理者の同意を得なければならない。 

 （施設等の基準） 

第３６条  下水道施設等の構造等については、別に定める基準による。 

       第４節  消防施設 

 （消防水利） 

第３７条  開発区域等内に消防水利として防火水槽、消火栓及び水利標識を消防法施行規 

  則（昭和36年省令第６号）、消防水利の基準（昭和39年消防庁告示第７号）及び消防水

 利設置基準（別表第１）に基づき設置しなければならない。 

２  前項に規定する防火水槽を、住宅の建築（戸建て分譲住宅に限る。）を目的とする開

 発行為等により設置するときは、当該施設を市に無償で提供しなければならない。 

３  第１項に規定する消防水利を設置する場合は、消防長の指定する中間検査及び完成検 

  査を受けなければならない。ただし、消火栓はこの限りでない。 

４  第１項の規定にかかわらず、開発区域等周辺の消防水利（消火栓に限る。）の設置状

 況により消防長が認めるときは、この限りでない。 

第３８条  削除 

 （出張所等） 

第３９条  計画人口１０，０００人以上の開発行為等で、開発区域等周辺の状況により消 
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  防出張所等の施設を設置する必要がある場合は、当該施設の用に供する土地を無償で提 

  供しなければならない。 

  （中高層建築物の消防活動空地等） 

第４０条  中高層建築物の建築を目的とする開発行為等については、はしご車が建築物に

 容易に接近でき迅速かつ有効な消防活動を行うことができるよう、進入路及び消防活動

 空地等を別に定める基準により整備しなければならない。 

 （消防水利等の基準等） 

第４１条  消防水利及び消防活動空地等の基準等については、前４条に定めるもののほか、

 別に消防長が定める。 

 （協議） 

第４２条  事業主は、消防水利及び消防活動空地等についてあらかじめ消防長と協議しな

 ければならない。 

      第３章  公益施設の整備 

        第１節  一般的施設 

 （一般的施設） 

第４３条  事業主は、開発行為等の規模に応じて市長が必要と認める場合には、次の各号 

  に掲げる公益施設を整備するため、市長と協議しなければならない。 

  (1) 集会施設 

  (2) 広報掲示板 

  (3) 前２号に掲げる以外の公益施設 

２  事業主は、前項に定める公益施設の運営管理及び当該施設の用に供する土地の提供等 

  について市長及び当該公益施設を管理することとなる者と協議しなければならない。 

 （供給施設等） 

第４４条  事業主は、電気、ガス、上水道及び電話等の施設並びに当該施設の用に供する 

  土地の取り扱いについては、関係機関と十分協議して必要な施設を整備しなければなら 

  ない。 

２  事業主は、前項に定める関係機関との協議結果については、市長に速やかに報告しな 

  ければならない。 
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        第２節  文教施設 

 （学校用地） 

第４５条  事業主は、住宅の建築を目的とする開発行為等で、計画戸数が１，０００戸

 （単身者用住宅を除く。）以上にあっては、学校の収容能力について、市長と協議しな

 ければならない。この場合において、市長が必要と認めるときは、これに必要な用地を

 確保し、適正な価格で市に提供するものとする。 

 （学校通学路の安全確保） 

第４５条の２ 事業主は、開発行為等に関する工事に際し、開発区域等の周辺の通学路を

 正確に把握し、当該通学路を通行する児童・生徒の安全を確保しなければならない。 

 （児童・生徒数の把握） 

第４５条の３ 事業主は、住宅の建築を目的とする開発行為等で、計画戸数（単身者用住 

  宅を除く。)が５０戸以上１，０００戸未満である場合においては、学級編制上、児童・

  生徒数の把握が必要なため、入居予定の学齢児童・生徒及び次年度以降就学予定児の総 

  数を確認し、速やかに市長に報告するよう努めなければならない。 

第４６条  削除 

        第３節  防犯施設 

  （防犯施設） 

第４７条  開発行為等の規模及び建築物の用途に応じて、防犯灯及び施設灯設置基準（別 

  表第２）により防犯灯及び施設灯を設置しなければならない。 

２  事業主は、前項に定める施設の維持管理については、市長と協議しなければならない。 

３  第１項に定める防犯灯及び施設灯の構造等の基準については、別に定める。 

４ 事業主は、安全・安心なまちづくり犯罪予防対策の推進に関し、市長及び所轄の警察

 署長と協議し、開発区域等内の安全な環境の確保に努めなければならない。 

        第４節  清掃施設 

 （ごみ処理） 

第４８条  住宅の建築（単身者用住宅を除く。）を目的とする開発行為等にあっては、ご

 み集積所設置基準（別表第３）により開発区域等内にごみ集積所を設置し、利用者及び

 事業主等において適正に維持管理しなければならない。 

２ 一般家庭以外から排出されるごみについては、排出者の責任において適正に処理しな

 ければならない。 
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  （生ごみ減量化設備） 

第４８条の２ 事業主は、中高層住宅の建築を目的とする開発行為等で、計画戸数（単身

 者用住宅を除く。）が２１戸以上５０戸未満である場合においては、各住戸のベランダ

 等に家庭用電動生ごみ処理器を設置することができる電源装置を設置しなければならな

 い。ただし、当該家庭用電動生ごみ処理器を設置することにより法令に違反することと

 なるときは、この限りでない。 

２ 事業主は、中高層住宅の建築を目的とする開発行為等で、計画戸数（単身者用住宅を

 除く。）が５０戸以上である場合においては、当該建築物にディスポーザ排水処理シス

 テム(海老名市下水道条例施行規則(昭和52年規則第18号）第５条第２項に規定するディ

 スポーザ排水処理システムをいう。)又は大型生ごみ処理機を設置しなければならない。 

３ 前項の規定によりディスポーザ排水処理システム又は大型生ごみ処理機を設置する場

 合における前条第１項の規定の適用については、別表第３中「０．２㎡の面積以上」と

 あるのは、「０．１７㎡の面積以上」とする。 

４ １月当たり1,000kg以上又は１年当たり12,000kg以上の生ごみを発生する恐れのある

食品取扱事業（飲食業を含む。）を目的とする開発行為等を行う場合においては、事業

主は、生ごみ処理機等により生ごみを自己処理等をしなければならない。 

 （し尿処理）        

第４９条  し尿処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び浄化槽法(昭和58

年法律第43号)の規定を遵守しなければならない。 

        第５節  交通施設等 

  （交通施設等） 

第５０条  開発行為等の規模等により交通施設及び交通安全施設を整備しなければならな

  い。 

２  前項の場合において、事業主は、市長並びに道路管理者及び所轄の警察署長と協議し 

  なければならない。 

  （駐車施設） 

第５１条  住宅の建築を目的とする開発行為等にあっては、計画戸数の１００％以上に相

 当する数の自家用自動車駐車場を確保しなければならない。 

２  前項の場合において、計画戸数の５０％以上に相当する数の自家用自動車駐車場は、 

  開発区域等内に確保しなければならない。 
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３  店舗、事業所の建築を目的とする開発行為等にあっては、事業主は、別に定めるとこ

 ろにより、自動車駐車場の確保について市長と協議しなければならない。この場合にお

 いて、法令により別に規定がある場合は、当該法令に規定する数の自動車駐車場を確保

 しなければならない。 

４ 前３項に該当しない開発行為等にあっては、事業主は、市長と別途協議しなければな

 らない。 

５ 事業主は、入居者等に対して、海老名市違法駐車等の防止に関する条例（平成14年条

 例第17号）の内容について、周知しなければならない。 

 （自転車置き場） 

第５２条  自転車置き場の設置については、海老名市自転車等の放置防止に関する条例

 （昭和58年条例第１号）第６条に規定するところによる。ただし、法令に別に規定があ

 る場合は、当該法令に規定する数の自転車置き場を確保しなければならない。 

２  住宅の建築を目的とする開発行為等にあっては、計画戸数の１００％以上に相当する

 数の自転車置き場を確保しなければならない。 

      第６節  福祉対策 

 （要領の遵守） 

第５３条  開発行為等により建築する建築物については、海老名市身体障害者等の利用を 

  考慮した施設整備要領（平成８年４月１日制定）を遵守しなければならない。 

      第４章  環境保全等 

 （緑地保全） 

第５４条  事業主は、開発区域等内に自然樹林地がある場合にあっては、建築物の配置等 

  を考慮し、極力当該自然樹林の保全に努めなければならない。 

２  前項に定めるもののほか、緑地保全については、海老名市環境保全条例（昭和50年条

 例第12号）によるものとする。 

３ 事業主は、開発区域等内に海老名市森林整備計画に該当する森林等があり、当該森林

 等を伐採する場合には、届出をしなければならない。 

 （公害防止） 

第５５条  事業主は、公害の発生を未然に防止するため、公害関係法令等に定めるところ 

  により公害防止設備を設けなければならない。 

２  事業主は、開発行為等が公害関係法令に該当する場合にあっては、許可申請又は届出 
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  をしなければならない。 

３  事業主は、市全域が地盤沈下防止のため地下水採取規制地域に指定されているので、 

  開発区域等への給水については地下水を利用せず、上水道である県営水道を使用しなけ 

  ればならない。 

 （電波障害） 

第５６条  事業主は、中高層建築物の建築に伴ってテレビ等の受信障害が発生する恐れが 

  ある場合にあっては、事前及び事後に、適正な機関による電波障害の調査を行い、その 

  結果について市長に報告するとともに電波障害の影響を受ける恐れがある地域の住民等

  に説明をしなければならない。 

２  事業主は、前項に基づく調査の結果で電波障害が発生するときは、電波受信施設の設 

  置及び当該施設の維持管理等について関係住民と必要な事項の協定を締結するよう努め

 なければならない。 

 （日影対策等） 

第５７条  事業主は、中高層建築物の建築に伴って当該建築物による日影、プライバシー 

  等について考慮するものとし、直接日影等の影響を受ける住民又は土地の所有者等の承 

  諾を得るよう努めなければならない。 

２  事業主は、前項の承諾が得られるよう努めた経過及び結果を市長に文書で報告しなけ

 ればならない。 

 （農地対策等） 

第５８条  事業主は、開発行為等に伴い周辺農地に支障のないよう十分注意することとし、

 万一周辺農地等に被害を与えた場合は、責任を持って解決するものとする。 

２  事業主は、開発区域等が市街化調整区域内にある場合又は市街化調整区域に隣接して 

  いる場合は、開発区域等周辺農地に対する関係農業者の要望を尊重するものとする。 

３  事業主は、開発区域等が市街化調整区域の農地(農地法（昭和27年法律第229号）第２

 条第１項に規定する農地)を含む場合は、同法に基づく農地転用の許可又は許可不要の確

 認が得られるものでなければならない。 

 （建築協定） 

第５９条  市長が必要と認める開発行為等については、開発区域等内の土地の所有者及び 

  建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者は、住宅地としての環境又は商 

  店街としての利便を高度に維持増進するために建築基準法（昭和25年法律第201号）第70

 - 15 -



条及び海老名市建築協定条例（昭和47年条例第40号）に基づき、建築協定を締結しなけ

ればならない。 

 （景観形成） 

第５９条の２  事業主は、良好な景観を形成するため、開発行為等の計画及び施行に当た

っては、海老名市が定める景観計画に適合するよう努めなければならない。 

２ 事業主は、開発行為等が景観関係法令に該当する場合にあっては、当該法令に基づく

届出をしなければならない。 

      第５章  文化財保護 

 （埋蔵文化財） 

第６０条  事業主は、開発区域等内が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する場合においては、

 文化財保護法（昭和25年法律第214号）第93条又は第94条の規定に基づき必要な措置を講

 じなければならない。 

２  事業主は、開発行為等の工事施工中に埋蔵文化財を発見した場合は、文化財保護法第 

  96条又は第97条の規定に基づき必要な措置を講じなければならない。 

３  事業主は、前２項の場合にあっては、市教育委員会と協議しなければならない。 

（史跡名勝天然記念物） 

第６０条の２ 事業主は、開発区域等内が、国、県又は市の指定する史跡名勝天然記念物

 に該当する場合においては、次の各号に掲げる規定に基づき必要な処置を講じなければ

 ならない。 

 (1) 文化財保護法第125条 

 (2) 神奈川県文化財保護条例（昭和30年神奈川県条例第13号）第35条 

 (3) 海老名市文化財保護条例（昭和38年条例第18号）第10条 

２ 事業主は、前項の規定の場合にあっては、市教育委員会と協議しなければならない。 

      第６章  紛争の調整 

 （あっせん） 

第６１条  市長は、事業主又は近隣関係者から紛争の調整の相談があった場合で、相当の 

  理由があると認めるときは、あっせんを行うことができる。 

２  市長は、前項のあっせんを行うに当たり、当事者双方から事情聴取等を行うことがで 

  きる。 

３  市長は、あっせんにより紛争の解決の見込みがないと認めたときは、あっせんを打ち 
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  切ることができる。 

 （調停） 

第６２条  市長は、前条の規定によりあっせんを行った場合において、その紛争の当事者 

  双方から調停の申請があったときは、調停を行う。 

２  前項の規定にかかわらず、市長は、当事者の一方が調停の申請をした場合において、 

  相当の理由があると認めたときは、調停を行うことができる。 

３  市長は、調停を行うに当たっては、別に定める海老名市開発行為等紛争調整委員会の 

  意見を聴くものとする。 

４  市長は、調停を行うに当たって必要があると認めたときは、調停案を作成し、当事者 

  に対し期間を定めてその受諾を勧告することができる。 

５  市長は、調停により紛争の解決の見込みがないと認めたときは、調停を打ち切ること 

  ができる。 

      第７章  雑則 

 （優先分譲又は入居） 

第６３条  事業主は、分譲又は賃貸を目的とする住宅団地の開発行為等で市長が必要と認 

  める場合は、市内在住者及び在勤者に優先的に分譲し、又は入居させるものとし、募集 

  に当たっては、その旨を周知しなければならない。 

 （住宅団地の名称及び入居時期等） 

第６４条  事業主は、住宅団地の開発行為等で市長が必要と認めるものは、当該住宅団地 

  の名称及び入居時期等について市長と協議しなければならない。 

 （工場又は事務所等の名称） 

第６５条  事業主は、工場又は事務所等の開発行為等で市長が必要と認めるものは、当該 

  工場又は事務所等の名称について市長と協議しなければならない。 

 （商業施設） 

第６６条  事業主は、商業施設を含む開発行為等については、市長と協議しなければなら 

  ない。 

      第８章  補則 

 （委任） 

第６７条  この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。 
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附  則 

１  この要綱は、昭和59年４月１日から施行する。 

２  海老名市宅地開発指導要綱（昭和49年４月１日施行）は、廃止する。 

３  この要綱を施行する際既に市で開発行為事前協議願書が受理されている開発行為につ

いては、なお従前の例による。 

      附  則 

 （施行期日） 

１  この要綱は、昭和61年８月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２  この要綱の施行の日において、改正前の海老名市開発指導要綱（以下「改正前要綱」 

  という。）に基づき既に協議書を締結している開発行為等については、その適用は、な 

  お従前の例による。 

３  この要綱の施行の日において、現に市長に対して改正前要綱に基づき行われている申 

  請その他の行為（前項に該当する場合を除く。）については、この要綱に基づき行われ 

  た申請その他の行為とみなす。 

      附  則 

 （施行期日） 

１  この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２  この要綱を施行する際既に市で開発行為等に関する事前協議書が受理されているもの

については、なお従前の例による。 

      附  則 

 （施行期日） 

１  この要綱は、平成８年10月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２  この要綱の施行の際既に開発行為等に関する事前協議書が受理されているものについ

ては、なお従前の例による。 

      附  則 

 （施行期日） 

１  この要綱は、平成12年６月１日から施行する。 
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 （経過措置） 

２  この要綱の施行の日において、改正前の海老名市開発指導要綱（以下「改正前要綱」 

  という。）に基づき既に協議書を締結している開発行為等については、その適用は、な 

  お従前の例による。 

３  この要綱の施行の日において、現に市長に対して改正前要綱に基づき行われている申 

請その他の行為（前項に該当する場合を除く。）については、この要綱に基づき行われ 

た申請その他の行為とみなす。 

      附  則 

 （施行期日） 

１  この要綱は、平成14年９月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２  この要綱の施行の際既に開発行為等に関する事前協議書が受理されているものについ

ては、なお従前の例による。 

      附  則 

 （施行期日） 

１  この要綱は、平成18年２月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２  この要綱の施行の際既に開発行為等に関する事前協議書が受理されているものについ

ては、なお従前の例による。 

      附  則 

 （施行期日） 

１  この要綱は、平成21年10月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２  この要綱の施行の際既に開発行為等に関する事前協議書が受理されているものについ

ては、なお従前の例による。 
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別表第１（第３７条関係） 

 

                        消  防  水  利  設  置  基  準 
 

 区分    開 発 行 為 等 の 規 模    防 火 水 槽    消 火 栓 

 １，０００㎡以上 

           ３，０００㎡未満

 半径１００ｍ 

 以内に１基 

 ３，０００㎡以上 

           ５，０００㎡未満

 半径１００ｍ以内に

 ４０m
3
以上を１基 

 

開  

発  

区  

域  

等  

の  

面   ５，０００㎡以上 

積  

 半径１００ｍ以内に

 ４０m
3
以上を１基 

半径１００ｍ 

 以内に１基 

 １  ５階以上７階未満で

     延べ面積6,000㎡以上

 ２  15ｍ以上 21ｍ未満で

     延べ面積6,000㎡以上

 ３  ７階以上 11階未満又

     は 21ｍ以上 31ｍ未満

 ４  地  下  街 

 

 

 半径１００ｍ以内に

 

 ４０m
3
以上を１基 

 

 

半径１００ｍ 

 

 以内に１基 

 

 

 建  

 築  

 物  

 の  

 規  

 模  

 

 １１階以上又は３１ｍ以上

 棟別かつ半径５０ｍ

 以内に６０m
3
以上を

 １基 

半径１００ｍ 

 以内に１基 

 

 備考  １  開発行為等の規模により２以上の区分の設置基準に該当するとき

         は、該当する基準すべてに適合させること。 

       ２  市が管理することとなる防火水槽の施設外周用地は、幅８０㎝以

         上とする。 

       ３  消防水利には、水利標識を設置すること。 

       ４  防火水槽以外のもので上記の容量を満たし、消防水利として消防

         長が認める場合は、防火水槽の代替えとすることができる。 

       ５  高さ１００ｍを超える建築物の場合は、別途協議する。 
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別表第２（第４７条関係） 

 

                    防 犯 灯 及 び 施 設 灯 設 置 基 準 
 

 

 

 

 

 

 

 

   防 犯 灯 

 １  中高層住宅を目的とする開発行為等の場合において

   は、おおむね開発区域等面積 600㎡に１基を公道又は公

   道に準ずると認めた道路（以下この表において「公道

   等」という。）に面して設置する。 

 ２  中高層住宅以外を目的とする開発行為等の場合におい

   ては、公道等に面して公道等の延長おおむね50ｍに１基

   又は計画戸数５戸に１基を設置する。ただし、工場・事

   業所等であって市長が特に認めたときは、この限りでな

   い。 

 ３  公道等が交差又は屈曲している場合においては、当該

   箇所に１基設置する。ただし、交通安全施設又はその他

   の施設として夜間照明施設が設置される予定のときは、

   この限りでない。 

 ４  既設又は計画の夜間照明施設が真近にある場合におい

   ては、設置しないことができる。 

 

   施 設 灯    敷地内に必要に応じて設置する。 
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別表第３（第４８条関係） 

 

                    ご み 集 積 所 設 置 基 準 
 

    計 画 戸 数     開発区域等内に設置する規模 

       ５戸以下           １．５㎡以上 

  （既設ごみ集積所が利用できない場合） 

     ６戸～１０戸           ２．０㎡以上 

      １１戸～１５戸           ３．０㎡以上 

      １６戸～２０戸           ４．０㎡以上 

        ２１戸以上      計画戸数 × ０．２㎡の面積以上 

 

備 考 

１  ごみ集積所の設置に当たっては、周辺の景観に配慮すること。 

２  ５戸以下の場合は、事前に開発区域周辺の既存ごみ集積所の利用に

   ついて利用者及び地元自治会等と協議し、利用可能な場合はその旨報

   告書を提出すること。  

３ ごみ集積所の設置場所は、通り抜け可能な公道に面するものとし、

  かつ収集車両が道路交通法上支障がなく安全かつ効率的に作業ができ 

  る場所であること。 

 ４ ごみ集積所の構造は、コンクリートブロック５段積み鉄筋入りで３

  方を囲い、床はモルタルコンクリート打ちとし、扉・屋根はつけずに 

  間口は１．５ｍ以上確保すること。 

   なお、水道施設を設置する場合にあっては、排水処理について別途 

   担当課と協議すること。 
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 （趣旨） 

第１条  この細則は、海老名市開発指導要綱（平成14年９月１日施行。以下「要綱」とい 

  う。）第67条の規定に基づき、要綱の施行に関して必要な事項を定める。 

 （用語の意義） 

第２条  この細則における用語の意義は、要綱の例による。 

 （代替施行） 

第３条  要綱第５条第３号の適用に当たっては、事業主が応分の費用を負担することによ 

  り市が都市施設の整備をすることができるものとする。 

 （基本計画書） 

第４条  要綱第６条に定める開発行為等基本計画書は、第１号様式による。 

２  前項に定める開発行為等基本計画書に添付する書類等は、次の各号に定めるところに 

  よる。 

  (１) 個人情報の取扱いに関する同意書(第１号様式の２) 

  (２) 案内図 

  (３) 現況図 

  (４) 公図の写 

  (５) 実測図（求積図） 

  (６) 土地利用計画図（配置図） 

  (７) 排水計画平面図 

  (８) その他必要な図書（中高層建築物は各階平面図及び立面図等） 

３  前２項に定める開発行為等基本計画書及び書類等の提出部数は、各１部とする。 

 （計画標識） 

第５条 要綱第６条の２第１項に定める計画標識は第２号様式による。 

 （開発行為事前協議書） 

第６条  要綱第７条第１項に定める開発行為事前協議書は、第３号様式による。 

２  前項に定める開発行為事前協議書に添付する書類等は、次の各号に定めるところによ 

 る 

  (１) 委任状 

  (２) 案内図 

  (３) 現況図 
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  (４) 公図の写 

  (５) 実測図（求積図） 

  (６) 土地利用計画図（配置図） 

  (７) 造成計画図（平面図・断面図） 

  (８) 排水計画図（平面図・浸透施設構造図・雨水計算書） 

  (９) 公共公益施設新旧対照の標及び図 

  (10) 各階平面図（住居系以外の場合）  

  (11) その他必要な図書（中高層建築物は各階平面図、立面図及び日影図等） 

３  前２項に定める開発行為事前協議書及び書類等の提出部数は、正本についてはそれぞ

れ１部、副本についてはそれぞれ関係各課の数とする。 

 （建築行為事前協議書） 

第７条  要綱第７条第１項に定める建築行為事前協議書は、第４号様式による。 

２  前項に定める建築行為事前協議書に添付する書類等は、次の各号に定めるところによ 

  る。 

  (１) 委任状 

  (２) 案内図 

  (３) 現況図 

  (４) 公図の写 

  (５) 実測図（求積図） 

  (６) 土地利用計画図（配置図） 

  (７) 造成計画図（平面図・断面図） 

  (８) 排水計画図（平面図・浸透施設構造図・雨水計算書） 

  (９) 公共公益施設新旧対照の表及び図 

  (10) 各階平面図（住居系以外の場合） 

  (11) その他必要な図書（中高層建築物は各階平面図、立面図及び日影図等） 

３  前２項に定める建築行為事前協議書及び書類等の提出部数は、正本についてはそれぞ

れ１部、副本についてはそれぞれ関係各課の数とする。 

 （関係各課等） 

第８条  関係各課及び協議事項の主たるものは、別表第１のとおりとする。 
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 （附帯事項） 

第９条  要綱第10条第１項に定める協議書に附帯する事項については、別途協定書等を締 

 結するものとする。 

 （住戸の規模） 

第１０条  要綱第13条第２項に定める住宅宅地審議会の答申の規模は、別表第２のとおり

 とする。 

 （工事着手届） 

第１１条  要綱第15条に定める工事着手届は、第５号様式による。 

２  前項に定める工事着手届の提出部数は、１部とする。 

 （開発行為等完了届） 

第１２条  要綱第16条第１項に定める開発行為等完了届は、第６号様式による。 

２  前項に定める開発行為等完了届の提出部数は、１部とする。 

 （公共施設等管理移管届） 

第１３条  要綱第17条第１項に定める開発行為等公共施設等管理移管書は、第７号様式に

 よる。 

２  前項に定める開発行為等管理移管書の提出部数は、公共施設及び公益施設毎にそれぞ 

  れ１部とする。 

 （帰属申出書） 

第１４条  開発行為に基づく要綱第17条第２項に定める登記に必要な書類は、帰属申出書

 （第８号様式）とする。 

２  前項に定める帰属申出書は、道路とそれ以外とに分けて提出するものとし、提出部数 

  は、それぞれ１部とする。 

 （寄附申出書） 

第１５条  建築行為に基づく要綱第17条第２項に定める登記に必要な書類は、寄附申出書

 （第９号様式）とする。 

２  前項に定める寄附申出書は、道路とそれ以外とに分けて提出するものとし、提出部数 

  は、それぞれ１部とする。 

（開発行為等取下届） 

第１６条  要綱第18条に定める開発行為等の取り下げは、開発行為等取下届（第１０号様

 式）による。 
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     附  則 

 （施行日） 

１  この細則は、昭和61年８月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２  この細則の施行の日において、現に市長に対して改正前の海老名市開発指導要綱に基 

  づき行われている申請その他の行為については、この細則に基づき行われた申請その他 

  の行為とみなす。 

     附  則 

 （施行日） 

１  この細則は、平成５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２  この細則を施行する際既に市で開発行為等に関する事前協議書が受理されているもの

については、なお従前の例による。 

     附  則 

 （施行日） 

１  この細則は、平成８年10月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２  この細則の施行の際既に開発行為等に関する事前協議書を受理しているものについて

は、なお従前の例による。 

     附  則 

 （施行日） 

１  この細則は、平成９年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２  この細則の施行の際既に開発行為等に関する事前協議書を受理しているものについて

は、なお従前の例による。 

     附  則 

 （施行日） 

１  この細則は、平成12年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２  この細則の施行の際改正前の海老名市開発指導要綱（平成８年市告示第102号）に基づ
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き行われている申請その他の行為については、この細則に基づき行われた申請その   他

の行為とみなす。 

     附  則 

 （施行日） 

１  この細則は、平成14年９月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２  この細則の施行の際既に開発行為等に関する事前協議書を受理しているものについて

は、なお従前の例による。 

     附  則 

 （施行日） 

１  この細則は、平成16年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２  この細則の施行の際既に開発行為等に関する事前協議書を受理しているものについて

は、なお従前の例による。 

     附  則 

 （施行日） 

１  この細則は、平成18年２月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２  この細則の施行の際既に開発行為等に関する事前協議書を受理しているものについて

は、なお従前の例による。 

     附  則 

 （施行日） 

１  この細則は、平成18年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２  この細則の施行の際既に開発行為等に関する事前協議書を受理しているものについて

は、なお従前の例による。 

附  則 

この細則は、平成20年４月１日から施行する。 
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附  則 

 （施行日） 

１  この細則は、平成21年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２  この細則の施行の際既に開発行為等に関する事前協議書を受理しているものについて

は、なお従前の例による。 

附  則 

 （施行日） 

１  この細則は、平成21年10月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２  この細則の施行の際既に開発行為等に関する事前協議書を受理しているものについて

は、なお従前の例による。 

附  則 

 （施行日） 

１  この細則は、平成22年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２  この細則の施行の際既に開発行為等に関する事前協議書を受理しているものについて

は、なお従前の例による。 
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別表第１（第８条関係） 

                              関係各課等 

関 係 各 課 協 議 及 び 指 導 事 項 

都市計画課 要綱全般､都市計画､地域地区､近隣周知､電波障害､日影対策 

建設総務課 
道路・水路・下水道用地の管理、占用（掘削）許可、付替、境界査定、 

帰属・寄附・登記関係、地籍調査、国道、県道、さがみ縦貫道路、高速道路、

一級河川 

道路維持課 交通安全施設 

道路整備課 道路計画 

下 水 道 課 雨水・汚水処理（公共下水道、排水設備、宅内浸透） 
消防総務課 消防水利、消防施設等 

公園緑地課 公園、緑地、広場、植栽、緩衝緑地、緑地保全（占用許可、境界査定、帰属、寄附）

環 境 政 策 課 地下水、公害防止 

資源対策課 ごみ集積所（帰属、寄附、登記関係）、廃棄物処理 、生ごみ減量化設備 

学校教育課 学校通学路等 

社会教育課 文化財保護（埋蔵文化財等）、史跡名勝天然記念物 

農 政 課 農業用排水路、農地対策、森林計画 

農 業 委員会 農地転用 

市民安全課 防犯施設、駐車場、自転車置場 

市民協働課  自治会加入、集会施設、広報掲示板 

消防本部予防課 防災行政広報無線施設 

都市整備課 景観形成、住居表示、屋外広告物、区画整理予定地 

商 工 課 商工業対策、工場・店舗等の名称 

政 策 経 営 課 総合計画、航空機騒音 

管  財  課 道路、水路及びごみ集積所以外の用地（帰属・寄附・登記関係） 

障がい福祉課 身体障がい者等の利用を考慮した施設整備 

高齢介護課 高齢者施設等 

健康づくり課 病院・診療所・歯科・薬局等 

教育総務課 学校用地 

市 民 課 共同住宅等の名称・室番号 
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別表第２（第１０条関係） 

 

 
 
                             住戸の規模 

   世 帯 人 員  室構成  居 住 室 面 積  住戸専用面積 
 壁厚補正後 

 （参考）
 （内法）

     １      人  １Ｋ   7.5㎡（ 4.5畳）      １６㎡   14.0 ㎡
 １人（中高齢単身）  １ＤＫ  15.0  （ 9.0  ）      ２５   22.0 

     ２      人  １ＤＫ  17.5  （10.5  ）      ２９   25.5 

     ３      人  ２ＤＫ  25.0  （15.0  ）      ３９   35.0 

     ４      人  ３ＤＫ  32.5  （19.5  ）      ５０   44.0 

     ５      人  ３ＤＫ  37.5  （22.5  ）      ５６   50.0 

 

     ６      人  ４ＤＫ  45.0  （27.0  ）      ６６   58.5 

 

 
 
      注１）  居住室面積には、寝室及び食事室兼台所のみを含む。 

        ２）  住戸専用面積には、寝室、食事兼台所、便所、浴室、収納スペ－ス等を含 

            むが、バルコニ－は含まない。なお、住戸専用面積（壁厚補正後）は、鉄筋 

            コンクリ－ト造を想定した壁厚補正を行っている。 

        ３）  室構成の記号は、数字は寝室数、Ｋは台所、ＤＫは食事室兼台所である。 
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第 １号様式（第４条関係）                                      年    月    日 

 住所    開発行為等基本計画書 
 
  海老名市長  殿 

 
 事業主

 氏名  

 住所   連絡先   
 代理人 

 氏名   担当者  

 開発区域等の地名地番  海老名市        字                      番  外   筆 

 開発区域等の面積                  ㎡  区域区分  市街化区域・市街化調整区域

   用 途 地 域   その他の地域地区  

  階数高さ          階        ｍ  開発行為等の目的 
 （建築物の概要） 
   建築物の構造   予定工期            ～ 

 宅地面積  最大      ㎡  最小      ㎡  区画数･戸数･棟数    区画  戸  棟

 道 路 計 画  《接道の状況》    県道・市道   号線に接道 
 
 《整 備 計 画》 
 
 《区域内道路》 

 排 水 計 画  雨水（区域内排水計画、放流先） 
 
 汚水・雑排水（    〃    ） 

 公園緑地計画  緑化面積  ％ 

 消防施設計画  

 ごみ処理計画  既設利用・新設 

 駐車施設計画  自動車用        台（うち区域内  台）・自転車等用        台 

 その他の公共 
 公益施設計画 

 

 ※相談経過  相     ☆ 都計法２９条 
 談     １ 中高層建築物 
 結     ２ 区域面積500㎡超 
果     ３  

 《添付図書等》 
    □個人情報の取扱いに関する同意書  〈以下は中高層建築物のみ〉 
□案内図                              □各階平面図 

    □現況図                              □立面図 
    □公図の写                     
    □実測図（求積図）             
    □土地利用計画図（配置図）     
    □排水計画平面図 
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第１号様式の２（第４条関係） 

 

個人情報の取扱いに関する同意書 
 

海老名市長 殿 

 

私は、下記の土地において海老名市開発指導要綱に定める開発行為等の計画又は協議を

行うに当たり、近隣住民等より利害関係人として電話、電子メール、窓口等にて貴市に問

い合わせ等があった場合は、下記提出図書の記載情報について貴市が提示又は口頭による

回答を行うことに同意いたします。 

 また、貴市との協議により知り得る個人情報の取扱いについては十分注意し、適切な利

用及び管理をいたします。 

 

記 

 
開発区域等の地名地番 

 海老名市 

下記指定図書のうち、開示に同意する図書の□欄に○印、同意しない□欄に☓印を記入

してください。 

 ☐ 開発行為等基本計画書（第１号様式） 
 ☐ 開発行為事前協議書（第３号様式）又は建築行為事前協議書（第４号様式） 

  ☐ 案内図 
  ☐ 土地利用計画図 
 

平成  年  月  日 

 

住 所 

事業主 

氏 名                印 

―開発行為等を行われる皆様へ― 

 海老名市開発指導要綱第６条に基づく基本計画書並びに第７条に基づく開発行為事前協議書又は建

築行為事前協議書について、個人情報の取扱いに関する同意をお願いします。 

個人情報の取扱いに関する同意書の添付目的は、平成17年6月1日施行の改正海老名市個人情報保護条

例により、個人情報のより適正な取扱いが求められたことにより、個人情報の保護を図るとともに、そ

れを管理する市の説明責任を明確にするためです。 

都合により上記提出図書についての開示に同意が得られない場合は、全ての市への問合わせについ

て、市から事業主又は代理人に連絡を行いますので、社会的責任を考慮のうえ、関係住民等への対応を

お願いします。 
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第２号様式（第５条関係） 
  

開 発 行 為 等 計 画 の 概 要 

 
住 所 

  

 

事 業 主 
 

氏 名 
 

 
住 所 

 
 
              電話  （   ） 

 

 

代 理 人 
 

氏 名 
 

開発行為等 
に含まれる 
地域の名称 

海 老 名 市 

開発行為等の 
目 的 

 
（区画数又は戸数）  （         ） 

 
 

 
予 定 工 期

 
自   年  月  日
 
至   年  月  日

開発行為等の 

区域面積 
 

 
            ㎡

 
建築物の規模

 
建築面積      ㎡
 
延床面積      ㎡

 
建築物の高さ 

 
            ｍ

 
建築物の階数

 
地上  階，地下  階

この計画標識は海老名市開発指導要綱に基づき設置したものです。 
なお、この計画内容に関する問い合わせ等は、上記代理人までお願いします。 
                                                       年  月  日設置 

 
 
  
  
  
  
  
   
  
  
 
 
 
 
 80
 ㎝
 以
 上

   
 
            80㎝以上 

 

 
 

 
 

  

 
 
 
       １
       ｍ
      
 
 

▼ ＧＬ  
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第 ３号様式（第６条関係）                                      年    月    日 

 住所    開発行為事前協議書 
 
  海老名市長  殿 

 
 事業主

 氏名                                  ㊞ 

 住所   連絡先   
 代理人 

 氏名                                ㊞  担当者  

 開発区域の地名地番  海老名市        字                      番  外   筆 

 開発区域の面積                  ㎡  区域区分  市街化区域・市街化調整区域

 用 途 地 域   その他の地域地区  

  階数高さ        階建           ｍ  開発行為の目的
 （建築物の概要） 
   建築物の構造   予定工期            ～ 

 宅地面積  最大      ㎡  最小      ㎡  区画数･戸数･棟数    区画  戸  棟

 道 路 計 画  《接道の状況》    県道・市道   号線に接道 
 
 《整 備 計 画》 
 
 《区域内道路》 

 排 水 計 画  雨水（区域内排水計画、放流先） 
 
 
 汚水・雑排水（    〃    ） 

 公園緑地計画  緑化面積  ％ 

 消防施設計画  

 ごみ処理計画  既設利用・新設  （※ 新設の場合には、構造図及び求積図２部を別途作成の上提出して下さい。） 

 駐車施設計画  自動車用        台（うち区域内  台）・自転車等用        台 

 

 その他の公共 
 公益施設計画 

 

 
 《添付図書等》 
□委任状             〈以下は中高層建築物のみ〉 
□案内図                          □各階平面図 

    □現況図                            □立面図 
    □公図の写                          □日影図（建築基準法上のもの） 
    □実測図（求積図）                  □  〃  （ＧＬ０で２時間以上の日影範囲） 
    □土地利用計画図（配置図）     □面積表（建築面積,各階床面積,延べ面積） 
    □造成計画図（平面図・断面図）                    
    □排水計画図（平面図・浸透施設構造図・雨水計算書） 
    □公共公益施設新旧対照の表及び図 
    □各階平面図（住居系以外の場合）          
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     第４号様式（第７条関係）                                      年    月    日 

 住所    建築行為事前協議書 
 
  海老名市長  殿 

 
 事業主

 氏名                                  ㊞ 

 住所   連絡先   
 代理人 

 氏名                               ㊞  担当者  

 建築区域の地名地番  海老名市        字                      番  外   筆

 建築区域の面積                  ㎡  区域区分  市街化区域・市街化調整区域

 用 途 地 域   その他の地域地区  

  階数高さ        階建           ｍ  建築行為の目的
 （建築物の概要） 
   建築物の構造   予定工期            ～ 

 宅地面積  最大      ㎡  最小      ㎡  区画数･戸数･棟数    区画  戸  棟

 道 路 計 画  《接道の状況》    県道・市道   号線に接道 
 
 《整 備 計 画》 
 
 《区域内道路》 

 排 水 計 画  雨水（区域内排水計画、放流先） 
 
 
 汚水・雑排水（    〃    ） 

 公園緑地計画  緑化面積  ％ 

 消防施設計画  

 ごみ処理計画  既設利用・新設  （※ 新設の場合には、構造図及び求積図２部を別途作成の上提出して下さい。） 

 駐車施設計画  自動車用        台（うち区域内  台）・自転車等用        台 

 

 その他の公共 
 公益施設計画 

 

 
 《添付図書等》 
□委任状              〈以下は中高層建築物のみ〉 
□案内図                            □各階平面図 

    □現況図                              □立面図 
    □公図の写                            □日影図（建築基準法上のもの） 
    □実測図（求積図）                     □  〃  （ＧＬ０で２時間以上の日影範囲） 
    □土地利用計画図（配置図）             □面積表（建築面積,各階床面積,延床面積） 
    □造成計画図（平面図・断面図）                    
    □排水計画図（平面図・浸透施設構造図・雨水計算書） 
    □公共公益施設新旧対照の表及び図 
    □各階平面図（住居系以外の場合）           
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    第５号様式（第１１条関係） 
 

                              工事着手届 

 

                                                            年    月    日 

      海老名市長  殿 

 

                                    住  所 

                            事業主 

                                    氏  名                                印 

 

                                    住  所 

                            代理人 

                                    氏  名                                印 

 

  海老名市開発指導要綱に基づき協議書を締結した開発行為等に関する工事を、下記のと

おり着手したので届け出ます。 

 

                                       記 

 

  １  開発区域等に含まれる地域の名称 

        海老名市 

  ２  開発区域等の面積                      ㎡ 

  ３  開発行為等の目的（建築物の概要） 

  ４  工 事 着 手 年 月 日          年    月    日 

  ５  工事完了予定年月日          年    月    日 

 - 37 -



第６号様式（第１２条関係） 
 

                        開発行為等完了届 

 

                                                          年    月    日 

  海老名市長  殿 

 

                                    住  所 

                            事業主 

                                    氏  名                                印 

 

                                    住  所 

                            代理人 

                                    氏  名                                印 

 

  海老名市開発指導要綱に基づき協議書を締結した開発行為等に関する工事が、下記のと

おり完了したので届け出ます。 

 

                                  記 

 

  １  開発区域等に含まれる地域の名称 

        海老名市 

  ２  開発区域等の面積                        ㎡ 

  ３  開発行為等の目的（建築物の概要） 

  ４  工事着手年月日            年    月    日 

  ５  工事完了年月日            年    月    日 

  ６  添 付 書 類 等   案内図・開発行為等完了図・公図の写・確定測量図 
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第７号様式（第１３条関係） 
 

         開発行為等公共施設等管理移管書 

 

                                                          年    月    日 

  海老名市長  殿 

                                    住  所 

                            事業主 

                                    氏  名                                印 

 

  海老名市開発指導要綱に基づく協議により設置した公共施設等について、下記のとおり

貴市にて管理されたく引き継ぎをします。 

 

                                       記 

 

  １  開発区域等に含まれる地域の名称 

        海老名市 

  ２  開発区域等の面積                      ㎡ 

  ３  開発行為等の目的（建築物の概要） 

  ４  管理移管予定期日            年    月    日 

  ５  公共施設等の概要 

    (1) 公共施設等の名称 

 

 

    (2) 公共施設等の完成図書 

 

 

    (3) その他 
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第８号様式（第１４条関係） 
 

                              帰属申出書 

 
                                                          年    月    日 
  海老名市長  殿 
                                    住  所 
                            事業主 
                                    氏  名                                印 
 
  １  開発区域に含まれる地域の名称 
        海老名市 
  ２  開発区域の面積                        ㎡ 
  ３  開発行為の目的（建築物の概要） 
  ４  協議書締結年月日            年    月    日 
 
      標記の開発行為を完了したので、都市計画法第４０条の規定に基づき、下記表示の 

   土地を                    用地として貴市に帰属いたします。 
 
                                       記 
 
  １  土地の表示   海老名市 
 
  ２  施設の有無     （ 有 ・ 無 ） 
 
  ３  添付書類等     ①案内図 

②分筆後の公図の写 

③分筆後の登記事項証明書(全部事項・権利等抹消されたもの) 

④分筆後の地積測量図又は実測図 

⑤登記原因証明情報兼承諾書 

⑥印鑑証明書 

⑦資格証明書（法人のみ） 

⑧境界確定図 
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第９号様式（第１５条関係） 
 

                              寄附申出書 

 
                                                          年    月    日 
  海老名市長  殿 
                                    住  所 
                            事業主 
                                    氏  名                                印 
 
  １  建築区域に含まれる地域の名称 
          海老名市 
  ２  建築区域の面積                        ㎡ 
  ３  建築行為の目的（建築物の概要） 
  ４  協議書締結年月日            年    月    日 
 
      標記の建築行為を完了したので、下記表示の土地を                    用地とし 

   て貴市に寄附いたします。 
 
                                    記 
 
  １  土地の表示   海老名市 
 
  ２  施設の有無     （ 有 ・ 無 ） 
 
  ３  添付書類等     ①案内図 

②分筆後の公図の写 

③分筆後の登記事項証明書(全部事項・権利等抹消されたもの) 

④分筆後の地積測量図又は実測図 

⑤登記原因証明情報兼承諾書 

⑥印鑑証明書 

⑦資格証明書（法人のみ） 

⑧境界確定図 
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第１０号様式（第１６条関係） 
 

                        開発行為等取下届 

 

                                                          年    月    日 

  海老名市長  殿 

 

                                    住  所 

                            事業主 

                                    氏  名                                印 

 

  海老名市開発指導要綱に基づき、開発行為等について協議書を締結(事前協議書を提出）

いたしましたが、今般下記により取下げをいたしますので届け出ます。 

 

                                       記 

 

  １  開発区域等に含まれる地域の名称 

        海老名市 

  ２  開 発 区域等の面積                        ㎡ 

  ３  開発行為等の目的（建築物の概要） 

  ４  協 議 書締結年月日            年    月    日 

    （事前協議書提出年月日） 

  ５  取 下 げ 理 由 
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